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要旨

日本への輸入越捺ネット通販は、アマゾン等の大手ネット通販事業者の設置する仮想商店街を利用して増加し

ている。 この時中国の販売者は、非居住者として税腺事務管理人(ACP)を立てて、または輸入代行業者を設定

して商品を日本に輸入する必要がある。しかし現状の通関制度や各法令は、帷入越坑ネット通販を想定した仕組

みにはなっていない。それゆえに、課税価格の低価申告、商品不備の際のカスクマーサポートの不足等の問題が

生じており、軸入越境ネット通販に対応した通関制度と消費者保護の枠組みを盛儲する必要がある。

Abstract 

The imports of cross-border online shopping into Japan is increasing through the major online
shopping operators such as Amazon. In this shopping model, Chinese sellers as non-residents must 
set up Attorney for Customs Procedures (ACP) to import goods into Japan or outsource import 
procedures to import agencies. However, the current customs clearance system and other regulations 
in Japan are not suitable for cross-border online shopping. Therefore, it is necessary to adjust 
customs clearance system and consumer protection framework to solve some problems such as under
declaration and lack of customer support for defective products. 

はじめに

研究背景と目的

BtoC 越境ネット通販の市場規模は Covid-19 の

流行で若干縮小したものの、その後また拡大傾向

にある。2021年現在7,647億USドルに達してい

る(I)。 日本では越坑ネット通販の販売側としての

面が注目されてきたが、近年は日本向けの輸入越

境ネット通販も増加している。若者向けファッシ

ョンを取り扱う「SHEIN」やアリババが運営する

「AliExpressJといった中国系越境ネット通販サ

イトの利用が増加している。

流通枇の多さでは、アマゾン等のECプラット

フォーム事業者の仕組みを利用した越境ネット

通販が注目される。 アマゾンは、かねてより仮想

商店街（マーケットプレイス） を導入してアマゾ

ン以外の販売者が商品を販売できる仕組みを整

えてきたが、現在は中国の販売者が増加してい

る。アマゾンのマーケットプレイスに出品する場

合、販売者は自ら商品を管理するか、アマゾンの

1. 

1. 1 

物流センター (FC: Fulfilment Center)で商品の

在庫管理や発送を委託することができる。中国系

販売者の多くも、日本の消費者が購入する前に日

本のアマゾンの FC に商品を納品している。直送

型越境ネット通販では、商品を購入した消費者が

輸入者となることで商品は日本に輸入されるも

のの、 FC 利用型ではアマゾンの FC に納品する

時点では商品の最終的な購入者が決まっていな

い。このため、国外の販売者は便宜的な輸入者を

立てるか、税関事務管理人(ACP : Attorney of 

Customs Procedure) を選定して商品を日本に諭入

する必要がある。そして商品は非居住者在庫とな

る。 また輸入関税の 課税価格は本来現実取引の

CIF価格、すなわち越廃ネット通販の場合はサイ

ト上の売買取引価格に 課税される。ただしどちら

の場合も、輸入時点では通販サイト上で売買が成

立しておらず、課税価格として売買取引価格では

なく販売予定価格等から 課税価格を計算してい

る。 このため、しばしば低価申告の問題が生じて
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いる(2)。 また、商品に不備が発生した際の消喪者

保護問題の原因ともなっている(3)。

1. 2 既存研究の整理と本研究の目的

日本の越境ネット通販に関する既存研究は中

国向けの輸出に焦点を当てたものが多く、日本向

け輸入越境ネット通販を対象にした研究はない。

その中で、越境ネット通販の発展と通関制度の変

化に焦点を当てた議論もなされている(4)が、通関

制度の鶏や暉、輸送や在庫管理手法やマーケ

ティングの取り姐みについて議論されている研

究が多い(5X6)。

通関制度に着目した研究は、国家間の貿易につ

いてAEO制度等の影響を分析したもの(7)や食品

等特定の分類において通関制度と他法令の現状

や課題を整理したもび8)等、 越境ネット通販より

も取引最が多い一般の貿易を対象にしているも

のが多い。AEOのように関連する輸出入者が多

い制度ではアンケート調査を実施した調査方法

も見受けられるが、多くの既存研究では統計や行

政•関連団体・企業が発表する報告書を基に現状

を蓋理しつつ、政府機関や事業者へのインタピュ
ー調査から、 課顆の分析・考察を試みている。

こ れ らを踏まえ、 本研究 では中国発日本向

けの輸入越境ネット通販の通関制度上の課題

を明らかに し、 日本における越捺ネット通販

制度改善に関する提言を行う ため、 関連省

庁・機関の報告帯等の文献を整理したうえで、

インタピュ ー調査（2021年10月から2022年

8月） を行った。 インタビュ ー調査の対象と

して 、中国発日本向けの輸入越境ネット通販

における通関制度の現状を俯諏的に把握して

いる財務省関税局とJETROを、事業者の視点

から越境ネット通販貨物の実態を把握してい

る大手物流事業者と越境ネット通販の輸入通

関業務を手掛ける通関業者を選定した。

2. 越境ネット通販の定義と形態

2. 1 越壊ネット通販の定義

世界税関機栂(WOO)は越境ネット通販の特
徴について、①オンラインでの注文・販売・連絡・

（決済）、②越境取引・貨物であること、③物理

的（有形）の商品を取り扱うこと、④消費者また

は販売者向け（商用・非商用ともに）であること、

としている(9)。 またUNCTADによると、 越境ネ

ット通販の統計は事業者側に調査したものと、消

費者側から調査したものに大別できる(10)。

日本では経済産業省が、欧州委員会の越境取引

(Cross•Border Shopping)の定義である 「消費者

が居住している国以外にある（位殿している）販

売者または提供者からの全ての購買」を基iゴ型店

ネット通販の定義を行っている(11)が、 同報告書

の越境ネット通販市場規模の推計値の対象とは

乖離が生じている可能性がある （詳細は後述）。

2.2 経済産業省定蘊の越境ネット通販モデル

経済産業省は2017年度の電子商取引に関する

報告書から、越境ネット通販のモデルを6つに類

型化した。類型化の視点は、 ネット通販サイトの

展開形態、 消費者への配送形態である。経済産業

省のモデルは日本が販売側に立っているため、以

下の分類は研究目的に合わせて中国を販売側、日

本を購入側に変更している。

(1)中国（販売側）自社サイト型

中国の販売者が自らネット通販サイトを運営

し、日本の消費者が購入した後に中国から商品を

直送する形態である。中国発日本向けの輸入越境

ネット通販サー ビスとしては、若者向けSPAプ

ランドとして人気の「SHEIN」 等が挙げられる。

(2)中国（販売側）ネット通販モール型

中国の販売者が中国のネット通販モール等に
、

出店し、日本の消費者が購入した後に中国から商

品を直送する。アリババが運営する越境ネット通

販モールである「AliExpress」等が代表例である。

(3)日本僅入側）ネット通販モール型

中国の販売者が日本のネット通販モール等に

出店するが、 商品自体は中国側で在庫管理し、 日

本の消費者が購入した後に中国から商品を直送

する形餌である。アマゾンのマーケットプレイス

に出店する中国の販売者の内、在庫管理は中国で
行っている事業者等がこのモデルに該当する。

(4)保税区活用型
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日本では越境ネット通販での保税仕hli.の利用

が認められてし、なし、ため、日本への愉入越境ネッ

ト通販モデルとしてば均應しなし、一

(5) 通販予定貨物貿易型

本論文において主眼を！沿くヒ
‘
ジネスモデルで

あり 、 現在の中国発日本向け輸入速境ネット辿販

で大きなシェアを持つと見られる店 経済産業省の

定義ではr一般貿易型」と称されるが、 本論文で

は実態：こ即した表現に変更している このモデル

では中国の販売者は n 本のネット通販モー ル等

に商品を出品するが、 (3)のモデルとは異なり

日本の消1t者の購入前に商品は日本に楠送され、

輸入通閲手続を経て日本の一般釘lIに納品され

る。 日本の梢伐者に購入された後は 、 日木国内の

ネット通販商品と同様に配送されな例えば日本

アマゾンのマ ー ケットプレイスで中国の販売者

が商品を出品し、 (t/ili管理は日本アマゾンのFC

に委託するFBA (Fulfillment by Amazon)を利用

している局合等が、 このモデルに該当する。

(6) 日本（購入側）自社サイト型

中国の販売者が口本で自社サイトを運営し、商

品の在廊管理も日本の一般介庫で行う コ そのため

2:u. 

La糞

J nJ.•• ·二·
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(5)と同様に 、 iil1ヤ者がll!4人する前に商品は越

党輸送され 、 また愉入辿1弘I手絞も行われな販売

の場が自社サイトになるため 、 相応にプランドカ

があり 、 事業規模が大きい中国の販光者に限られ

るモデルであると与える。

2.3 本雄文定義の籍入越境ネット通販寧菜モデル

本論文では越境ネット通販を 、 (A)賂入者が注

文してからの越坑怖送の有無、 (B)購入者が注文

してからの輸入通関手級の有無 、 （C)注文・決済

までの国外販売者(/)廂品所打権(/)有無、という3

つの条件0)いずれかを悩たす取引と定義する。

(l)~(3) のモデルでは、 日本の消費者が

注文するまでは 、 商品の任liliは中国の販死者が中

国で管理しているため、 (A)~(C)の全条件を滴た

すことになる。 （ 4) の保税区モデル では、 梢我

者の注文前に商品が中国から輸送されるので、ネ

ット通販の取引における越炭貨物は存任しない

が 、 日本ii1投者の賂人後に保税在庫内の中国の販

死者の在庫から出荷されて通l¾l手統が行われる

ので(B)と(C)を満たす3

(5) と (6) のモデルはどちらも、 商品は消

投者が賠人する前に日本に輸送される。また商品
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図 1 中国発日本向け輸入越境ネット通販の事業モデルと越境ネット通販を規定する条件

出所：経済産業省（2022) を基に筆者作成
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が保管される場所は、保税倉庫ではなく日本国内

の一般倉庫となるため、輸入通関手続もネット通

販サイト上での売買取引が成立する前になる。そ

のため、 {A)と(B)の条件はどちらも滴たさない。

(5)の代表例であるアマゾンのマーケットプ

レイスと FBAを利用したピジネスモデルについ

ては、中国の販売者が日本非居住の翰入者となる

形式と、 日本に居住する輸入代行業者を立てる2

つの手法が存在する。中国の販売者が非居住の輸

入者となる場合、自身が輸出者兼輸入者になるの

で、 アマゾンのFCに保管された在庫も中国の販

売者が所有するものとして異論はないであろう。

一方輸入代行業者は、 「代行」となっていても

関税関係法令上は輸入手続に関する当事者とし

て適切な輸入申告を行う義務がある。しかし、輸

入された商品の所有権は輸入代行業者に移行し

ない。その理由は、 アマゾンを利用した越境ネッ

ト通販の場合、 商品のFCへの搬人はDDP条件

（仕向地持込み渡し関税込み条件）でしか認めて

おらず、中国の販売者がインコタ ームズ上の危険

負担と費用負担を受け持つため、 「売手の代理人

により輸入され、 その後売手の計算(i)と危険負担

によって輸入国で販売される貨物」という輸入貨

物が輸入取引によらないためである（関税定率法

基本通達4-1の2)。 さらに、 アマゾンのマーケ

ットプレイス上の商品の価格決定権等も中国の

販売者にあり、輸入代行業者は輸入手続の当事者

であるだけで、輸入取引の買い手ではないとみな

すことができる。以上より (5)のモデルはどち

らの形態も{C)の条件を満たすと言える。

(6) のモデルの場合も、 中国の販売者が日本

で独自のネット通販サイトを開設し、商品を事前

に中国から日本へ輸出しておくとなると、日本法

人を設立する可能性も高いと思われる。しかし中

(i)関税定率法基本通達4-1 (3)には「翰入取引にお
ける「売手」とは、 実質的に自己の計算と危険負担
の下に（中略）輸入取引をする者をいう 、 具体的に
は、 買手及び売手は、 自ら輸入取引における輪入貨
物の品質、 数泣、 価格等について取り決め（以後省
略）」とあり ． この「計算jは 、 販売価格 、 商品の品
質、 費用等を考慮した経済的損益の計算を指す。

国の販売者の日本法人が輸入者となるのでは、日

本国外の企業が日本国内で展開するネット通販

となってしまい、 {A)~(C)の条件で考えても越境

ネット通販とみなすことは難しいであろう。

よって本論文では(6)モデルを越境ネット通

販の定義から外し、以降では、近年の中国発日本

向け輸入越境ネット通販で主に利用されている

(5) 「通販予定貨物貿易型」モデルについて謡

論していく。

3. 

3. 1
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中国発日本向け輸入越境ネット通販の概況

越境ネット通販による輸入件数の増加
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図2 輸入許可件数の推移

出所：財務省関税局(2022)を基に筆者作成

経済産業省(II)によれば、2021年度の日中間の

越境ネット通販の規模は輸出1兆9,499億円に対

し、輸入はわずか340億円となっている。 日本と

中国の人nや消費市場の規模の差が大きいとは

言え、日本のネット通販モールにおける中国商品

が氾濫している現状を鑑みるに、ここまで大きな

格差があるか疑問である。

財務省関税局(12)によると、 越境ネット通販の

拡大に伴い2021年の航空貨物の輸入許可件数は

対前年比1.3倍、 海上貨物も2.1倍と急増してい

る。また、 越境ネット通販によって輸入貨物の小

口化が進み、SP(Small Package)貨物の輸入最は

急増している。国際エクスプレス貨物・国際宅配

便等を指すSP貨物は航空貨物の一種であり、 越

境ネット通販の輸送によく利用されている。また、

物流事業者、通関事業者、 元税関関係者へのイン

タピュ ーによると、海上貨物の輸入許可件数の増
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加も輸入越境ネット通販の影響であると言う。カ
ートン梱包した商品を、海上コンテナで混載輸送

し、パン出し後にカ ートンのまま日本のネット通

販モール用の在庫として物流センターに納品す

るという輸送形態も増加している。

3.2 翰入越壊ネット通販の規模推計

SellerSprite によると、各国アマゾンのマーケッ

トプレイスにおける中国の販売者の割合は他国

の販売者に比べて大きい。日本アマゾンのマーケ

ットプレイスにおける中国の販売者の売上シェ

アは約 60% (2020 年） に達すると推定されてい

る(13)。 さらにeccLab{l4)によると、 アマゾンのマ
ーケットプレイスの割合は 2020 年で 60％であ

り、アマゾンの年次報告書やマーケットプレイス

手数料から推計した 2020 年の日本アマゾンの流

通総額は 4 兆 7,069 億円である。 この流通総額と

マーケットプレイス割合から、 日本アマゾンの

2020 年マーケットプレイスの流通総額は 2 兆

8).40 但円と推定される。

マーケットプレイスの売上に占める中国の販

売者のシェア 6()0んが、 マーケットプレイス全体

の流通総額でも同じと仮定すれば、アマゾンの中

国の販売者の流通総額は 1 兆 6,940 億円と推定さ

れる。 この推計自体の精度は高くないであろう

が、越塊ネット通販に関連した輸入許可件数の増

加という傍証も鑑みると、経済産業省による中国

から日本への輸入越境ネット通販の規模は過小

評価の可能性があるのではなかろうか。

4. 通販予定貨物貿易型翰入越境ネット通販に

おける輸入通関制度、消費税等の課題と対策

前述のように通販予定貨物貿易型ネット通販

の場合、最終的な購入者が未定のまま日本に輸入

される。そのため中国の販売者は、 税関手続を代

行する ACP を定めたうえで自身を日本に非居住

の輸入者に設定するか、日本居住の輸入代行業者

を立てて、日本の消費者が注文する前に商品を日

本に輸入しておく必要がある。

この2つの輸入形態に関する輸入通関制度や

消費税（付加価値税）の特徴と課題について、本

節では関係法令や財務省関税局の公表資料、前述

のインタビュ ー調査から整理していく。 また、 通

販予定貨物貿易型の日本向け越採ネット通販は、

主にアマゾンのFBAを利用して展開されている

ことも踏まえ、アマゾンを利用した仕組みを想定

して議論を進める。

4. 1 ACPと輸入代行業者の特徴

(1) ACP

ACP は元々、 VMI （海外部品メ ーカーによる

輸入・国内在庫、国内メ ーカーの発注に即応した

納品）を支援するために導入された。その後、 販

売先の決まっていない通販貨物の輸入・非居住者

在庫手段としての利用が拡大した。輸入越境ネッ

ト通販においては、日本国内の法令で規制される

商品を除き、 日本国外の販売者（非居住者）の名

義で輸入通関手続を行うためには、 ACP を立て

る必要がある（関税法 95 条）。

ACP の役割は、 販売者（非居住者）の輸入代

理人として、通関関連手続（税関検査の立ち合い、

貨蜘硼、関脱・消費税の支払い等）の他に、 同

関連書類の保管や事後調査、 債芳疎：が企業の場

合は）消費税の納入と還付インボイスの発行等を

行うことである。 税関に届け出さえすれば、ACP

は国内の居住者（個人または法人）であれば誰で

もなることができる（ただし、 ACP の業務が通

関業法第2条に規定する通関業務に該当する場

合通は、 ACP は通関業の免許が必要となる）。

(2)輸入代行菜者

食品衛生法、薬機法、電気用品安全法、 消費者

生活用製品安全法等の法令で規制される商品を

日本に輸入する際には、 ACP を立てて非居住者

として輸入することはできない。 これは、それぞ

れの法令が、基本的に日本国内法人を審査、承認、

届出等の対象としているためである。これらの規

制商品を日本国外の法人が日本で販売するため

には、各法令で認可等を受けた日本国内の輸入代

行業者を介する必要がある。輸入代行業者につい

ては、 関税法上に特別な規定がないことから、

ACP 同様に日本国内の居住者（個人または法人）

であれば誰でもなることができる。
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アマゾンではこの輸入代行業者を登録輸入者
(IOR : Im.porter of Record)と呼称している(15)が、

日本の関税法上特に規定はない。 この IOR はア

メリカ税関の定義(16)を基にしたもので、所有権

者、 購入者、両者の指定する通関業者、 または荷

受人とあり、幅広い意味で使われている。

猷代行業者はインポイス上の輸入当事者（輸

入申告者）になっていることから、 輸入当事者と

しての税関への当該貨物に関する説明、関税や消

費税等の支払い、通関書類の保管、事後調査への

対応、 製造物賠償資任法(PL 法） 、消費税の還

付用イ滋イスの発行等に対する義務がある。

4. 2 ACPと輸入代行業者を利用した輸入通関

制度の課題

(1)低価申告の問題
アマゾンに商品を納品する時点では、購入者と

しで彰匂ーる日本の消費者は存在しない。またア

マゾンは、最終的な配送先としてアマゾンの FC

を通関書類に記載してDDP条件で納入すること

l遷めてyヽるが、輸入者としてアマゾンを記載す

ることは認めていない。そのため一般の貿易取引

と異なり、輸出者と輸入者間の取引が存在してお

らず取引価格がないため、課税価格を決めること

が困難である。 この場合、課税価格は同種または

類似の貨物、過去の （あるいは予定している）国

内の販売価格、製造原価等により決定される（関

税定率法第 4 条の 2 から 4) 。

ACP を利用して中国の販売者自身が輸入者と

なる場合と輸入代行業者を立てる場合、どちらの

形態でも低価申告がしばしば発生している。この

背景には、 課税価格 20万円以下の場合に利用で

きる簡易通関制度、航空貨物輸送の場合は課税価
格1万円以下で腺税と消費税が免税となるマニ

フェスト通関制度がある。
また、アマゾンでの販売の場合は同一商品が既

に販売されていればそq耐各で、未販売の場合は
予定販売価格で課税価格を決定しているとのこ
とである。そのため、 税関は商品販売幽血や販売
者用の在庫管理画面で販売価格を確認している
が、販売価格は中国の販売者が自由に設定できる

ので、同じ商品が他の販売者によって販売されて

いなければ、 検査時点では販売価格を低く設定

し、検査後に販売価格を高くできてしまう。また、
アマゾンの仕組みをそのまま利用するため、アマ

ゾンが仕様を変更するとそれに合わせて検査体

制を見直す必要が出てしまう。 さらに、申告価格

が低い割には検査の負担が大きく非効率である。

また、事後調査で不正を確認することも可能で

あるが、税関の人的限界があるため事後調査だけ

で不正への十分な抑止力が保てない（事後調査の

件数も年間 4,000 件程で、 2020 年度はCovid-19

の影響でさらに減少している(17)) 。

(2)消費者保護の問題

ACPを利用する場合、 輸入者も通販サイト上

の販売者も中国の販売者であり、商品の責任所在
が明確であるが、中国に所在する販売者に責任を

追及することは容易ではない。ACPはあくまで

税関に関連する事謗の代理人であるため、必ずし

も商品自体の知識を持っているわけではない（た

だし関税法 95 条 3 項によると、 販売者と共同し

て税関長の事後調査等の指示に従う必要はあ

る）。この点は輸入代行業者を利用した場合も同

様である。ネット通販モールの出品者は中国の販

売者なので、 輸入代行業者は PL 法において商品

の責任者でもある輸入者でありながら、名目的輸

入者という扱いで商品の全責任主体とみなされ

ないことも多く(18)、商品関連のトラプルは、 中

国の販売者と交渉することになる。
アマゾンの場合、一部の大口僅良出品者向けに

CSVA (Customer Service by Amazon) というカス

タマーサポート代行サーピスを実施し、トラプル

の際の連絡や返品・返金対応を行っているが、 ト
ラプルになりやすい小口販売者は対象外である。
日本の消費者へのカスタマーサポートを代行す

る事業者も存在するため、優良な中国の販売者ら
はそのようなサー ビスを利用している。

(3)輸入消費税の控除に関する問題
輸入手続を行った場合、課税価格に対して輸入

消費税が発生する。また商品がネット通販サイト
で購入されると、商品価格に対する消費税を納付
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する必要があるが、この時輸入者と販売者が同じ
であれば、日本国内の販売者と同様に仕入れ消牝
税の控除を受けることができるこ

輸入代行英者を介する輸入では、輸入代行業者
か恰入消費税の納付者となり 、 消罪税の仕入れ控

除ができるのも輸入代行業者になる。しかし 、 輸

入代行を依頼した日本国外の販売者に対して輸
入代行業者が楡入消費税額分の金額を請求する
事例がある(19)。

例えば 、 課税価格2万円で商品がn 本に楡入さ
れ 、 アマゾン上に3万円で販売される場合、ACP

利用の形態では輸入者・販売者共に中国の販売者
なので、 闊入消代税3千円(3万円X10%)から
輪入消費税2千円(2万円幻0殉を仕入れ控除
できるので、 納める消費税は1千円で良いご しか
し輪人代行業者を利用する場合、中国の販売者は
販売消it税3千円に加え、輸入代行菜者が話求す

る楡人消投税額2千円を支払う必要がある。中国
の販売者は輪入者ではないため、消費税の仕入れ
控除が受けられず、 結果として輸入消我税相当額
と販売消卦税の両方を納めることになる。

2023年10月からのインボイス制度呑入を受け
て、 中国の販売者の中にもインポイス発行事業者
となる動きもある。そうなれば 、 消1t税の仕入れ
控除の問題は煎要性を増す。

4 3 問題解決のための対策

低価申告、 ｛肖代者の保護、輸入消我税の控除の
問題を解決するために、ACPと薪入代行宅者の
山（モを明確化する必要があるe

ACPについては、 設置要件を税閑への届：t出
制カ・つ承認制にする等の見直し策が必要であるC

ACP q)承認制が難しい場合は、ACPに責任を持

たせる意味でb稲入申告むにACP名の記載を義
務付けるべきであるc 輸入代行業者についても 、

現状では名H的餘入者として商品に対する全責
任主体とみなされない可能性がある点や楡入消
1t税控除の間題を考［せ．して、 閑税法、 消費税法上
の位1沿づけを規定する必要がある。

ACPと協人代行業者の法的な位置づけや義務
を明確化することで、 このような低価申告や輸入
商品のトラプルに対する抑止力も期待され 、 また
事後調査の効果や妨率性を向上させるであろうe

申告価格について販売者が自由に（通常は低
く）設定できる問題については、即効性がある対
策を実行することは困難であるが、商品種別の販
売価格のデー タを苦招していくことで、検査粘度

や効率性向上を進めていくことが重要であろう。
表1は本研究における文献調査とインタピュ

ー調査で明らかになった実態について、ACPと
輸入代行業者それぞれの導入経緯、 利点 、 欠点お
よび共通する欠点と対策を整理したものである。

表1 ACPと輯入代行業者の利点・欠点
I 導入経臼 | 紅 | 巫 | 共過の欠点 l 一

タイプ1:
^CP(JI 
覆●霧讐
·人）

タイプ2:
綸入代行
．． 

•四1 0••メーガーによる
・入・鵬内在重0 霞内メーカー
の鼻注に11応した納暴）を支鍾
するために●入

・戴売先の決皇っていない遍重賃
●0．入・霧在・手戴と
しての剛屠箪大．

＇覆滋上の位●づけ量し．遍戴
事●●により 。 「●入●晶の電
馴紐位、 貪品l1i岳羞など
への遍合●鵡にあって、 国内霞
住の畳●輸入書を撞定する必璽
がある」と重亮書に過知され平J
用鯰＊・

·•Ill●匹●）が
・書となり、 霧●
住在を胃書し．

.,.ペての貴任｀負う．
・輪入賃曹が葬·住書
在にCることが．

はっ書 IJしている．

・輸入代行稟看は、輸
入書として、輪入·
品が竃気用品賣金滋
などに遍含すること
を属け出る貴任を負
ぅ．

．．贔に対して貴任を糟つ重夷書
が膏外に所在し． 貴任を遍及す
ることが••

·ACPは●贔釦●がないことが多
ぃ．ただし· •覆這虹彙環によ
ると． m●と隅して鴫曇
0霧昂（事量舅量など）に霞う
必璽書と績定aれている．

・日本在住の輸入代行重看が事櫨
的に渭費書のクレームなどに対
応するには111.. 

・輸入寧告上は、 一鮫貫暴と区別
で9ないため、 低値●言の可饉
性のある遍戴予定貨鞠であるか
どうか判麟でさない．

・溝胃税の仕入桟饂塁綸が困■．

• ACP と鯖入代行●書の員任と●義を疇濾化する．
・検置飼llの向上のため、 輸入瓢品の11i亮儡格のデータを書積Tる．

•一鱈の貫●と員なリ．
•出と●入•1lCl)
肛91が存霰しておら
ず、口＇1..かない
ため．．楓•櫨蚤慎
めるの”..旺
の（あるいは予宣し
ている）薗内重亮儡
纏に●し賣輯を量出
さ量ることでn応し
ているが．量値●會
を”ぐのは●しい．

出所：各文就とインタピュ ー調査を基に筆者ら作成
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5. まとめと今後の課題

日本の輸入通関制度において、日本国内の適販

のための非居住者在庫という想定はされておら

ず、現状ではVMIのために生まれたACP制度や

関税法等で規定がない輸入代行業の仕組みが利

用されている。アメリカ等では非居住者であって

もIORとして輸入が可能で 、 アメリカ向けの輸

入越蹂ネット通販にも利用されている。

日本アマゾンでは輸入代行業者をIORとして

紹介しているが、 基になったアメリカのIORは

日本の輸入代行業者よりも賀任が璽く、中国をは

じめとした国外の販売者が同じような役割を期

待してしまう可能性はある。 ACPと輸入代行業

者の利点と欠点を考虚し、両者に一定 の森任を持

たせ、 日本版のIORのような 制度を創設するこ

とも今後必要となってくると考えられる。そうす

ることで、越境ネット通販を販売者も消喪者も安

心して利用 できるように環境整備をすべきであ

ろう。

また、販売者と消我者の取引の場を提供するア

マゾン等のプラットフォ ーマー (PF)の製造物

費任についても證論を深める必要がある3 日本で

は、PL法が製造事業者のみが責任を負うのが基

本であり、PFにその貨任を求めるという司法判

断は下りづらいのが現状であるが、アメリカでは

既に消敗者保護の観点から販売の場を提供する

アマゾンの貢任を認める判決が下されている。

謝辞

本研究を進めるにあたり胴歪にご協力いただ

いた関係者の方々、匿名の歪読者の方々に深く御

礼申し上げます。

参考文献

(1) Polaris Morkct Rcse11rch : Cross-Border B2C E-Commcrce

Market Size Global Report, 2022-2030、 2022年2月

(2)カ ー ゴニュ ー ス：越境EC紫物の桔入で申告誤り

が増加 、 2021年11月25日

(3)消我者庁：海外の製品を並行飴入品や個人翰入品

として購入するときの注意点 、 2019年8月30日

(4)李望：中国における越境ECの進展ー政府の促進

政策とEC企業の取紐みに注目して一 、 流通情報

No.517 、 pp.35-48、2015年11月

(5)宮武宏輔、根本敏則、林克彦 、 石原伸志：中国向

け越境ネット通販支授モデルの特性に関する考察 、

日本物流学会誌第26号、 pp.49•56 、 2018年6月

(6)川端廂子：日系企業による中国越境EC展開と謀

題 ーアイスタイルと安生堂の事例を中心として一 、

経営論集第69巻4号、pp,169-193、2022年3月

(7)松本敬、長谷川実也：AEO制庶の活用と効果、B本貿

易学会研究論文第II号、 pp.133-148、2022年1月

(8)鈴木暁：食品粒入に散1する他法令規制と港湾の検査槻

能、海班交通研究第65号、pp.53-62、 2016年12月

(9) World Customs Orgonizution : Framework of

St皿dards on Cross-Border E-Commerce 、 2022年6月

(10) United Nntions Conference on Trade and

Development : fN SE,\RCH OF CROSS-BORDER

E-COMMERCE TRADE DATA、UNCTAD Technical

Notes on JCT for DevelopmcnrNo,6, 2016年•4月

(11)経済産業省：磁子商取引に開する市場調査（平

成26年度～令和2年度） 、 2014-2022

(12)財務省関税局：最近の関税政策と税関行政を巡

る状況 、 2022年10月4日

(13) SellerSprite :アマゾン2021年度データ報告集 、

2022年2月l7日

(14) eccLab :国内18 ·海外 27のECモー ル・カ ー ト・

アプリの流通総額から見る市場トレンド、2022年6

月16日（最終更新）

(15) Amazon seller central :商品の翰入と翰出、

https://sell ercentral ．皿azon.co.jp/hel p/h ub/referen cc/c.� lernal/020146

8520?ref=雨h_2_bred_ G20 l 468520&1ocalじja•『

(16) U.S. Customs and Border Protection : Importing

into the United States A Guide for Commercial Importers,

2022年5月27日（最終更新）

(17)財搭省：粒入事後憫査の状況等(2017~2020年度）

(18)日本貿易振典股構：貿易•投貸相談Q&＼：輸入

品の品質欠陥に起因する人的・財的祖客が発生した

際の熙造物双任者 ． 2017年8月（最終更新）

(19)国税庁：節入手紐を委託した場合の仕入税額控

除の取扱いについて、 2021年8月1日

- l 20 - t

出典：日本物流学会誌第31号




